
負担金の枝及び徴収方法認可申請書

TCA支一 045

平成 20年 9月 22日 

総務大臣

増田 寛也 殿

郵 便 番 号 10 5-0 003

とうきようとみなとくに LLんはしいっちょうめ

住 所 東京都港区西新橋一丁目 1-3

東京桜田ビル 4F 

Lt,だんほうじんでんきつうしんじぎようしやきょうかい

名称及び代表者の氏名 三 塁 5要人霊 気≡ 薗

電気通信事業法第 110条第 2項の規定により､負担金の額及び徴収方法の認可を受けたいので.

次のとお L)申請 します｡ 

1 負担金の額 (適格電気通信事業者ごとに算定)

以下の①及び②の要件を充足する接続電気通信事業者等ごとに算定 

① 前年度の電気通信事業収益が 10億円を超える事業者 

②	 平成 20年度において､当該電気通信事業者が総務大臣から指定を受けた電気通信番号 (塞

礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則 (以下､｢算定規則｣というD )

別表第 11に掲げるものに限る｡)を最終利用者に付与 している事業者

東日本電信電話株式会社に係るもの

各接続電気通信事業者等の負担金の額 
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Cは､東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の補てん対象額の合計顔

〔-18.039,790,825円〕 
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ceは､東日本電信電話株式会社の補てん対象額 〔=10,767,238.196円〕


∫は､支援業務費の額 〔-65.096,348円〕


nは､最終算定月 〔=平成 21年 12月予定o以下､この計算式において同じ〕
 

tは､各月 (平成 21年 1月予定～最終算定月)
 

Etは､t月の東El本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数
 

Ftは､t月の負担事業者数


〟/tは､t月における /一番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数
 

(/は､i-Ftまでの整数値をとる) 

Ntは､ t月の各接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

(〟tは､Nlt,N2t,･I,NFttのうちの対応する値)

肋 は､〝月 (最終算定月)の各接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の敷

く肋は､Nln,NZn.･･.,NFtnのうちの対応する値)

肋 は､〃月 (最終算定月)の算定対象電気通信番号の総数 (接続電気通信事業者等の算定対象

電気通信番号の合計数に適格電気通信事業者である東日本電信電話株式会社の算定対象電気通

信番号の教を加えたものをいう) 

Petは､t月の番号単価 (番号単価は､平成 1B年総務省告示第 429号に従って算定するCま

た､原則として平成 2 1年 4月に修正し､同年 7月以降の各月末の算定対象電気通信番号に逮

用する)〔平成 21年 1月予定～6月の各月末の算定対象電気通信番号に適用する番号単価は､ 

4.77488383円/月 ･番号〕 

n'は､前年度の最終算定月 〔=平成 20年 12月予定D以下､この計算式において同じQ〕 

t'は､前年度の各月 (平成 20年 1月～前年度の最終算定月) 

EtJは､t'月の乗日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

En′は､n′月 (前年度の最終算定月)の東日本電信電言舌株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Ft'は､t′月の負担事業者数 

N/t'は､t'月における /●番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

(/は､1 斤 ′までの整数値をとる)■ -

〟/〃'は､〃'月 (前年度の最終算定月)における /番目の接続電気通信事業者等の算定対象電

気通信番号の数 (' - t までの整数値をとる)/は､1 F′

肋′は､〃′月 (前年度の最終算定月)の各接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

(肋 'は_ T',Nn -.Nt'のうちの対応する値)Nn 2' Fn

肋 ′は､〃'月 (前年度の最終算定月)の算定対象電気通信番号の総数 (接続電気通信事業者等

の算定対象電気通信番号の合計数に適格電気通信事業者である東日本電信電話株式会社の算定

対象電気通信番号の数を加えたものをいう) 

Pet'は､t′月の番号単価 〔平成 20年 1月-6月の各月未の算定対象電気通信番号に適用す

る番号単価は 3.52441362円/月･番号､平成 20年 7月-前年度の最終算定月の各月末の算定

対象電気通信番号に適用する番号単価は353123822円/月 一番号〕 

Pen'は.n'月 (前年度の最終算定月)の番号単価 
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丘 は､前年度の最終算定月において､東日本電信電話株式会社の補てん対象額と東日本電信電

話株式会社.=係る支援業務費の韓の合計経と同緒になるために必要な額 
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グ'は､前年度の東日本電信電話株式会社及び酉日本電信電話株式会社の補てん対象額の合

計額 〔=13.5601815,604円〕 

Ce'は､前年度の東日本電信電話株式会社の補てん対象韓 〔-7,965,653,876円〕 

∫′は､前年度の支援業務費の額 〔-66,937,895円〕

西日本電信電話株式会社に係るもの


各接続電気通信事業者等の負担金の額
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Cは､東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の補てん対象額の合計額

〔-1B.039,790,825円〕 

Cwは､酉日本電信電話株式会社の補てん対象校 〔-7,272.552,629円〕

∫は､支援業務費の額 〔=65,096.348円〕

〃は､最終算定月 (-平成 21年 12月予定｡以下､この計算式において同じ｡) 

tは､各月 (平成 21年 1月予定～最終算定月) 

Wtは､t月の西日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Ftは､t月の負担事業者数

〟/t 月における /番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数'は､ t


(/は､1 F までの整数値をとる)
' - t

〟tは､各接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

(〟tは､Nlt,N2t, -,NFftのうちの対応する値をとる)

肋 は､〃月 (最終算定月)の各接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

(Nnは､NTH.N2n, ,NFtnのうちの対応する値) 

Mnは､n月 (最終算定月)の算定対象電気通信番号の総数 (接続電気通信事業者等の算定対象

電気通信番号の合計数に適格電気通信事業者である西日本電信電話株式会社の算定対象電気通

信番号の数を加えたものをいう) 

Pwtは､t月の番号単価 (番号単価は､平成 1B年総務省告示第 429号に従って算定するDま 
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た､原則として平成 21年4月に修正し､同年 7月以降の各月末の算定対象電気通信番号に過

用する)〔平成 21年 1月予定～6月の各月某の算定対象電気通信番号に適用する番号単価は､ 

322511617円/月 ･番号〕 

n'は､前年度の最終算定月 〔=平成 20年 12月予定D以下､この計算式において同じO〕 

t'は､前年度の各月 (平成 20年 1月-前年度の最終算定月) 

Wt'は.tJ月の西日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数

肋 ′は､〃'月 (前年度の最終算定月)の西日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Ft'は､t′月の負担事業者数

〟/t'は.t'月における /番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

(/r: - t までの整数値をとる)'j､1 F′

〟/〝'は､〝'月 (前年度の最終算定月)における /番目の接続電気通信事業者等の算定対象電

気通信番号の数 (は､1 it までの整数値をとる)/ - -′

〟7′は､〃′月 (前年度の最終算定月)の各接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

(肋'は､ N-n'.N2n', ･,NFtn'のうちの対応する値) 

M7′は､n′月 (前年度の最終算定月)の算定対象電気通信番号の総数 (接続電気通信事業者等

の算定対象電気通信番号の合計数に適格電気通信事業者である酉日本電信電話株式会社の算定

対象電気通信番号の数を加えたものをいう) 

Pwt/は､t'月の番号単価 〔平成 20年 1月～6月の各月末の算定対象電気通信番号に適用す

る等号単価は 2.47558638円/月･番号､平成 20年 7月～前年度の最終算定月の各月末の算定

対象電気通信番号に適用する番号単価は 246876178円/月 ･番号〕

伽 'は､〝′月 (前年度の最終算定月)の番号単価 

∂γは､前年度の最終算定月において､西日本電信電話株式会社の補てん対象額と西日本電信電

話株式会社に係る支援業務費の額の合計額と同額r=なるために必要な額

〔- w' ' c w ′ /C - ∑ ( p .･ N i r]) - ∑[ w■Elc +5 ･ ′ ∑[w l T P t･t]〕 
(11 =	 f== E1	 ri 

C′は､前年度の東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の補てん対象額の合

計額 〔-13,560,815,604円】 

Cw'は､前年度の西日本電信電話株式会社の補てん対象額 〔-5,595,167.728円〕 

S'は､前年度の支援業務費の額 〔-66,937.895円〕 

※	 各接続電気通信事業者等 (適格電気通信事業者であるものを除くo)の負担金の総額 (適格電

気通信事業者ごと(=算定した負担金の合計綾をいうO)の当該接続電気通信事業者等の算定対象

収益の額l=占める割合が限度割合を超える場合には､当該負担金の総額は当該算定対象収益の

額I=傾度割合 (3%)を乗 じて得た額とする (整数未満の端数は四捨五入)D 

※	 各適格電気通信事業者における ｢負担金の硯と当該適格電気通信事業者r=係る算定自己負担

額の合計額 (以下 ｢負担金等の額｣というD)の当該適格電気通信事業者の算定対象収益の穂に

｣



占める割合が限度割合 (3%)を超える場合には､当該負担金等の額は当該算定対象収益の額

に限度割合を乗じて得た額とする (整数未満の端数は四捨五入) O 

※	 端数処理については､算定規則の規定に従って行い､それでもなお乗じて計算した場合に整

数未満の端数があるときは､当該端数を四捨五入するo

また､端数処理の結果､算定した額の合計が案分する前の元張と-致しない場合は､韓が最

大となっているもので調整する. 

※	 前年度の最終算定月が算定対象電気通信番号の数の変動に伴って予定 (平成 20年 12月)

から変更となる場合､ tにおいて ｢平成 21年 1月予定｣とあるところを変更となる月数分変

更する｡ 

2 徴収方法 

(1) 納付手段

負担金の納付は､銀行振込により行うものとするD

負担金の振込手数料の負担は､負担金を納付する接続電気通信事業者等が負うものとするO 

(2) 負担金額の通知

負担金の納付枝等を相互に確認するため､負担金を納付すべき接続電気通信事業者等に対

し.以下の事項を通知する｡ 

① 各接続電気通信事業者等の負損金の額 

② 負担金の納付期限 

③ 負担金を納付する口座名義 ･口座番号

なお､各接続電気通信事業者等に対する負担金額の通知r =ついては､算定規貝l第 27条第 

2項に規定する ｢残余の額｣及び前年度の最終算定月の翌月から最終算定月までの各月の算

定対象電気通信番号に係る負担金の額をそれぞれ金額の確定する月以降毎月行うこととするD 

(3) 負担金の納付期限


毎月の負担金額の通知の E Iの属する月の 25日までとする.
 

(4) 延滞金の納付

納付期限までに負担金が納付されない場合は､納付期限の翌日から納付する日までの日数

について､ E]1万分の 4の割合を乗じた延滞金を納付するものとするD 

(5) 負担金の徴収に係る銀行口座のセキュリティ対策



支援機闇の負担金の徴収に係る銀行口座については､以下のセキュリティ対策を講じるも

のとするo 

①	 決済性預金口座とし､預金額が全額保障されているものであること 

②	 当該口座からの振込先を各適格電気通信事業者及び支援業務経費用の口座に限定するQ 

③	 振込手続きに係るシステム操作の認証弓削ヒ (予め特定された者による認証操作を要す

るものとする) 

④	 預金通帳を隔離し､現金引出しを困難とするD 

⑤	 ネットバンクシステムを活用し､口座管理の迅速性を確保する0


